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短期入所生活介護 契約書別紙 

[重要事項説明] 

＜2024年 11月 1日現在＞ 

 

  

指定短期入所生活介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の

重要事項について次の通り説明します。 

 

 

１ 事業の目的と運営方針 

社会福祉法人六高台福祉会（以下「事業者」という。」が開設する指定短期入所生活介護事業所松寿園（以下

「事業所」という。）は、介護保険法令に従い、事業所の従業者等（以下「従業者」という。）要介護状態にある利用

者に対し、意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定短期入所生活介護サービスを提供するこ

とにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的と

します。 

 

 

２ 事業者（法人及び事業所）の概要  

(1)法人の概要  

法人名 社会福祉法人六高台福祉会 

所在地 〒270-2203 千葉県松戸市六高台２丁目１９番地の２ 

設立年月日 昭和61年9月11日 

代表者 理事長 正田 貴之 

連絡先 電話：047-386-6357  FAX：047-387-8720 

 

(2)事業所の概要 

事業所名 短期入所生活介護事業所松寿園 

所在地 〒270-2203 千葉県松戸市六高台２丁目１９番地の２ 

開設年月日 昭和62年4月1日 

管理者名 齋藤 直人 

サービス提供地域 松戸市・柏市・鎌ヶ谷市  ※送迎含む 

連絡先 
電話：047-386-6357  FAX：047-387-8720 

ｍａｉｌ：tankisoudanin@rokkoudai.net 

 

(3)営業日と定員 

営業日 月曜日～日曜日まで（ただし年末年始の入居及び退居を除きます） 

定員 20人 

 

 

 



（4）短期入所生活介護事業所の職員体制                                 （人） 

資 格 常 勤 非常勤 業 務 内 容 計 

管 理 者 兼１ ０ 管  理 兼１ 

医   師 ０ 兼２ 医  療 兼２ 

生活相談員 １ ０ 相  談 １ 

（管理）栄養士 １ ０ 栄養管理 １ 

機能訓練指導員 １ ０ 機能訓練 １ 

 事務職員 兼４  兼１ 事  務 兼５ 

介
護
・看
護
職
員 

看護師（保健師）     １ １ 看  護 ２ 

 准看護士 ０ 1兼 介  護 １ 

介護福祉士 7（兼１） 1 介  護 8 

初任者研修 

実務者研修修了者 
1 2 介  護 3 

そ の 他 0 1 介  護 １ 

     

（５）短期入所生活介護事業所の設備の概要 

定  員 ２０名 静 養 室   

居室 

4人部屋 ３室（１室３６．６５㎡） 医 務 室  １室 

3人部屋 ２室（１室３１．９５㎡） 
食   堂  １室 

1人部屋 ２室（１８．３㎡） 

浴  室 
一般浴槽と特殊浴槽（２種）が

あります。 

機能訓練室  １室 

談 話 室  １室 

 

３ サービスの概要 

(1)介護保険給付対象サービス 

次のサービスについては、居住費・食費を除き、通常9割（～7割）が介護保険から給付されます。「４料金」をご確 

認ください。  

 

【短期入所生活介護計画の作成】 

利用期間が連続して４日間以上の場合、利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、短期入所生活介護計画を作成

します。その内容を利用者又は代理人に説明し同意を得ます。短期入所生活介護計画を作成した際は、当該計画

を利用者に交付します。利用期間が４日間未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業所等と

連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者に準

じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行います。 

 

【介護】 

利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行い 

ます。 

ア 適切な方法により、一週間に２回以上、入浴又は清拭を行います。 

イ 適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行います。 

ウ おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えます。 

エ 離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行います。 

オ 常時１人以上の介護職員を介護に従事させます。 

 

 

 



【食事】 

栄養並びに利用者の身体状況・嗜好を考慮した食事の提供を、適切な時間に行います。また、利用者の自立支援 

に配慮して、可能な限り離床して食堂等で食事を摂ることを支援します。     

ア 朝食 ８：００～１０：００ 

イ 昼食 １２：００～１４：００ 

ウ 夕食 １８：００～２０：００ 

 

【機能訓練】 

機能訓練指導員により、利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営む上で必要な生活機能の改善又は維持 

するための機能訓練を実施します。 

 

【健康管理】 

医師及び看護職員により、日常の健康相談や定期的な血圧・体重測定など、常に利用者の健康の状況に注意し、 

必要に応じて、健康保持のための適切な措置を行います。 

 

【相談及び援助】 

常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はご家族に対して、その相 

談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 

 

(2)介護保険給付対象外サービス 

事業所は、利用者又は代理人との合意に基づき、以下の介護保険給付対象外サービスを提供するものとします。 

 

【特別な食事】 

利用者又は代理人のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

 

【特別な居室】 

利用者又は代理人のご希望に基づいて特別な居室を提供します。 

 

【教養娯楽設備等の提供、レクリエーション、クラブ活動】 

利用者又は代理人の希望により、教養娯楽設備等を提供し、レクリエーションやクラブ活動に参加していただくこ 

とができます。 

 

【理美容サービス】 

理美容師の出張による理美容サービスをご利用いただけます。 

 

【音楽療法】 

六高台福祉会が契約している専門家による音楽療法を定期的に行います。 

 

４ 料 金 

 （１）利用料金   

 
 負担割合 多床室・従来型個室の場合 

 １日の利用料金 介護保険適応時の利用料金【１日分】 

要介護１ 

 １割負担 

６，３６１円 

６３７円 

 ２割負担 １，２７３円 

 ３割負担 １，９０９円 

要介護２ 

 １割負担 

７，０８９円 

７０９円 

 ２割負担 １，４１８円 

 ３割負担 ２，１２７円 



 

 

加算項目 負担割合 １日の利用料金 介護保険適応時の利用料金【１日分】 

①送迎加算 

      ＊片道につき 

１割負担 

１，９４１円 

１９５円 

２割負担 ３８９円 

３割負担 ５８３円 

②機能訓練体制加算                          

１割負担 

１２６円 

１３円 

２割負担 ２６円 

３割負担 ３８円 

③看護体制加算（Ⅰ） 
１割負担 

４２円 
５円 

２割負担 ９円 

３割負担 １３円 

④看護体制加算（Ⅱ） 
１割負担 

８４円 
９円 

２割負担 １７円 

３割負担 ２６円 

⑤夜勤職員配置加算 

１割負担 
１３７円 

１４円 

２割負担 ２８円 

３割負担 ４２円 

⑥認知症行動・心理症状

緊急時対応加算 

１割負担 

２，１１０円 

２１１円 

２割負担 ４２２円 

３割負担 ６３３円 

⑦若年性認知症利用者

受入加算 

１割負担 
１，２６６円 

１２７円 

２割負担 ２５４円 

３割負担 ３８０円 

⑧認知症専門 

ケア加算（Ⅰ） 

１割負担 

３１円 

４円 

２割負担 ７円 

３割負担 １０円 

⑨認知症専門 

      ケア加算（Ⅱ） 

１割負担 

４２円 

５円 

２割負担 ９円 

３割負担 １３円 

⑩サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

１割負担 

２３２円 

２４円 

２割負担 ４７円 

３割負担 ７０円 

⑪サービス提供体制 

      強化加算（Ⅱ） 

１割負担 

１８９円 

１９円 

２割負担 ３８円 

３割負担 ５７円 

⑬サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

１割負担 

６３円 

７円 

２割負担 １３円 

３割負担 １９円 

要介護３ 

 １割負担 

７，８５９円 

７８６円 

 ２割負担 １，５７２円 

 ３割負担 ２，３５８円 

要介護４ 

 １割負担 

８，５９８円 

８６０円 

 ２割負担 １，７２０円 

 ３割負担 ２，５８０円 

要介護５ 

 １割負担 

９，３２６円 

９３３円 

 ２割負担 １，８６６円 

 ３割負担 ２，７９８円 



⑭生活機能向上 

連携加算（Ⅰ） 

※3ケ月に 1回を限度 

１割負担 

１，０５５円 

１０６円/３月 

２割負担 ２１１円/３月 

３割負担 ３１７円/３月 

⑮生活機能向上 

      連携加算（Ⅱ） 

１割負担  

２，１１０円 

２１１円 

２割負担 ４２２円 

３割負担 ６３３円 

⑯療養食加算 

１割負担 

８４円 

９円 

２割負担 １７円 

３割負担 ２６円 

⑰緊急短期入所 

         受入加算 

１割負担 

９４９円 

９５円 

２割負担 １９０円 

３割負担 ２８５円 

⑱在宅中重度者受入加算 

＊看護体制加算（Ⅰ）を 

 算定している場合 

１割負担 

４，４４１円 

４４５円 

２割負担 ８８９円 

３割負担 １，３３３円 

＊看護体制加算（Ⅱ）を 

 算定している場合 

１割負担 

４，３９９円 

４４０円 

２割負担 ８８０円 

３割負担 １，３２０円 

＊看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

を算定している場合 

１割負担 

４，３５７円 

４３６円 

２割負担 ８７２円 

３割負担 １，３０８円 

＊看護体制加算を算定し 

 

ていない場合 

１割負担 

４，４８３円 

４４９円 

２割負担 ８９７円 

３割負担 １，３４５円 

⑲個別機能訓練加算 
１割負担 

５９０円 

５９円 

２割負担 １１８円 

３割負担 １７７円 

⑳医療連携強化加算 

１割負担 
６１１円 

６２円 

２割負担 １２３円 

３割負担 １８４円 

㉑口腔連携強化加算 
１割負担 

５２７円 

５３円(月１回) 

２割負担 １０６円(月１回) 

３割負担 １５９円(月１回) 

㉒看取り連携体制加算 １割負担 
６７５円 

６８円/日 

２割負担 １３５円/日 

３割負担 ２０３円/日 

㉓生産性向上推進 

体制加算(Ⅰ) 

１割負担 
１，０５５円 

１０６円(月１回) 

２割負担 ２１１円(月１回) 

３割負担 ３１７円(月１回) 

㉔生産性向上推進 

体制加算(Ⅱ) 

１割負担 
１０５円 

１１円(月１回) 

２割負担 ２１円(月１回) 

３割負担 ３２円(月１回) 

㉘介護職員等処遇改善 

加算 

厚生労働大臣が定める基準内容に適した場合の 

介護報酬（１０００分の１４０に相当する単位数） 

※上記各加算については、施設の職員体制及び利用者の状態により加算される場合があります。 

 

減算料金 

身体拘束廃止未実施減算 

所定単位数の１００分の１に相当する単位数 

（例外的に身体拘束を行なう場合において、研修や委員会の開

催、記録等の書類に不備がある場合）                



業務継続計画未実施減算 

所定単位数の１００分の１に相当する単位数 

（感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未 

策定の場合） 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

所定単位数の１００分の１に相当する単位数 

（虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられて

いない場合） 

 

（２）その他の料金（自己負担） 

①滞在費相当分 多床室の場合 １日あたり９１５円 

（所得状況に応じて減免する場合があります。） 

 従来型個室の場合 １日あたり１，２３１円 

（所得状況に応じて減免する場合があります。） 

②食費 朝食 50０円 （キャンセルは前日の１６:００まで受付いたします。） 

 昼食 62０円 （キャンセルは当日の９:００まで受付いたします。） 

 夕食 ５8０円 （キャンセルは当日の１３:００まで受付いたします。） 

 （所得状況等に応じて減免する場合があります。） 

③特別な食事 １食あたり１５０円   

④理美容代 実費（施術後現金で直接お支払いしていただきます。） 

⑤その他 介護保険適応以外のものについては、全額自己負担となります。 

※負担限度額一覧（1日あたり） 

 

  滞在費 食費 

 第1段階 0円 300円 

 第2段階 430円 600円 

 第3段階 ① 430円 1,000円 

 第3段階 ② 430円 1,300円 

 第4段階 915円 1,700円 

 

（３）キャンセル料 

入居前にお客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

入居前の前日午後５時までにご連絡頂いた場合 無 料 

入居前の前日午後５時までにご連絡がなかった場合 利用料全額 

 

（４）支払方法 

短期入所生活介護をご利用後、月末〆で翌月10日頃に請求書を発行いたします。 

お支払い方法は、現金払い（松寿園受付にて）、指定口座から自動引落とし（翌月27日）、お振込みの中からご 

選択いただきます。 

お振込み指定口座：三菱UFJ銀行 松戸西口支店 普）4733786 

※引落の際お客様負担手数料は必要ありません。振込手数料はご負担をお願いします。 

ご契約後の変更も随時可能でございますのでご相談ください。 

 

（５）料金の変更について 

上記に定める利用料金は、介護保険給付費体系の変更、及び経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由 

がある場合、事業者は契約者に対して説明をした上で、当該利用料金を変更する事ができるものとします。 
 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用申し込み 

  担当のケアマネジャーを通じお申し込みください。ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の



予約は３ヶ月前からできます。（例：７月１日より１０月のご予約をお受けいたします） 
 

（２）サービス利用契約の終了 

①お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

   実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出により、いつでも解約出来ます。 

この場合、その後の予約は無効となります。 

②自動終了 

お客様が介護保険施設に入所した場合。 

お客様がお亡くなりになった場合。 

介護保険給付でサービスを受けているお客様の要介護認定区分が非該当（自立）・要支援１・要支援２と認定さ 

れた場合。  

   ※この場合に限り、予約を有効にしたまま、契約条件を変更して再度契約をすることが出来ます。 

③お客様が、サービス料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず７日以内に 

支払われない場合、お客様やそのご家族などが当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続し難いほど 

の背信行為（暴言、暴力、ハラスメント含む）を行った場合、または、やむを得ない事情により施設を閉鎖もしく 

は縮小する場合は３０日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させていただくことが 

ございます。なお、この場合、契約終了後の予約は無効となります。 
 

（３）利用中の中止 

利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基準に計算します。 

以下の事由に該当する場合、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

利用者が中途退所を希望した場合。 

入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合。 

利用中に体調が悪くなった場合。 

他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合。 

上記の場合で、必要な場合は、ご家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または歯科 

医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。また、料金は退所日までの日数を基準に計算します。 

 

 

緊 急 連 絡 先 

氏   名  

住   所  

電話番号 （自宅）             （携帯） 

続   柄  

 

主   治   医 

病院または診療所名  

医 師 名  

住   所  

電話番号  

 

 

 

 

 

 

 



６ 事業所のサービスの特徴  

 （１） サービスコンセプト 

松寿園理念 

みんなの笑顔のために 

介護をとおして“生きる”をサポートします 

素晴らしかったと言える人生のために  

      

松寿園 

経営方針 

地域に必要とされる事業等の展開を通し、社会貢献を積極的におこないます 

福祉と介護事業のバランスを保った経営管理をおこないます 

ゲスト・ご家族・地域・職員の満足や安心を追求します 

職員（人）を育てることを大切にします 

 

松寿園 

介護方針 

介護を自分のこととして考えることを基本とします（共生） 

人が人として在り続けられる為の支援を提供します（人権） 

介護を通して人生の安心・自由・喜び（明るい社会）を支援します（社会貢献） 

みんなの声が反映されるサービスを大切にします（協同） 

自立支援型の介護を目指し、自己研鑽に励みます（専門性） 

 

(2) 事業所利用に当たっての留意事項 

面会               午前８：３０～17:30まで ※面会簿にご記入して下さい。 

外出               事前にご連絡下さい。 

飲酒及び喫煙         館内禁煙となっております。また、飲酒については、ご入居者の状態等により、 

医師より指示を受けている方もおられます。事前にご相談下さい。 

設備及び器具の利用     事前にご連絡下さい。 

金銭及び貴重品の管理   自己管理されて、紛失した場合の責任は負いかねます。 

宗教活動            ご遠慮下さい。 

 

７ 身体拘束及び虐待の防止について 

  事業所は身体拘束については以下のように努めます 

・サービスの提供にあたっては、ゲストご入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合 

 を除き、身体拘束その他ゲストご入居者の行動を制限する行為を行いません。 

・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、ゲストご入居者またはそのご家族に対して事前に口頭および文書に 

よる説明を行ったうえ、文書による同意をいただきます。 

  ・緊急やむを得ない理由により拘束した場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 

やむを得ない理由について記録します。 

  ・事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次のように虐待防止に努めます。 

  ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催し、その結果について、介護職員その他の 

従業者に周知徹底を図ります。 

・虐待の防止のための指針を整備します。 

・介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

・虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

８ 高齢者虐待の防止、尊厳の保持 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止のために、研修等を通して従業員の人権意識や知識の向上に努め、利用者 

の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

・利用者の人権及びプライバシーの保護、ハラスメントの防止等のため業務マニュアルを作成し、従業者教育 

を行います。 

 

９ 緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医又は協力医療 

機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

１０ 非常災害対策 

事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、 

とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従業者等の訓練を行います。 



１１ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、代理人、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な 

措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償 

を速やかに行います。 

 

１２ 守秘義務に関する対策 

事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者及び代理人の秘密を保守します。また、退職後においてもこれ 

らの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

 

１３ サービス内容に関する相談・苦情 

・短期入所生活介護事業所松寿園ご利用者相談・苦情担当 

     担当  管理者・フロアリーダー・生活相談員    電話  ０４７－３８６－６３５７ 

    （受付時間  月～土 8：30～17：30） 

 

   ・第三者委員 

      鴨志田 一則       電話 ０４７－３８７－０６４４ 

      近藤 典夫        ✉  n.kondo@jcom.zaq.ne.jp 

  ・その他 

     短期入所生活介護事業所松寿園以外に、市町村及び国保連合会（国民健康保険団体連合会）の相談・苦情 

窓口でも受け付けています。 

     市町村    松戸市           

     担当     介護保険課 給付班          電話  ０４７－３６６－７０６７ 

     国保連合会  千葉県国保連合会      

     担当     介護保険課苦情処理係        電話  ０４３－２５４－７４２８ 

 

１４ 定款の目的に定めた事業    

  社会福祉事業 

（１）第一種社会福祉事業 

（イ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

（ロ）老人短期入所事業の経営 

（ハ）老人居宅介護等事業の経営 

 

公益事業 

（１） 居宅介護支援事業の経営 

（２） 地域包括支援センターの受託運営 

（３） サービス付き高齢者向け住宅事業の経営 

（４） 松戸市介護予防・日常生活支援総合事業の経営 

（５）社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（介護福祉士等の養成事業）の経営 

  (6)福祉有償運送事業の経営 

 

 

１５ 施設・事業所の拠点等    特別養護老人ホーム                ２カ所 

                     短期入所生活介護（介護予防実施）      １カ所 

                      通所介護（介護予防実施）            １カ所 

認知症対応型通所介護             １カ所  

訪問介護（介護予防実施）            １カ所 

                     居宅介護支援事業                ２カ所 

地域包括支援センター（介護予防実施）   ２カ所 

サービス付き高齢者向け住宅          １カ所 

 

 



短期入所生活介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事 業 者 

＜事業者名＞ 社会福祉法人六高台福祉会 

＜住   所＞ 松戸市六高台２丁目１９番地の２ 

＜代表者名＞ 理事長  正田 貴之 

＜説明者名＞ 増田 信行                 

   

 

 

上記内容の説明を受け、了承しました。 

 

年   月   日 

 

          ＜利用者氏名＞                                  

  

＜家族代表者又は代理人氏名＞                        

 

               


